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実現してまいります。
　さて、当社では、お客様の利便性向上と
紙資源削減による地球環境保護の観点か
ら、昨年5月より「Green Gift」プロジェクト
〔ご契約のしおり（保険約款）を「冊子」では
なく「ホームページ」で閲覧いただくことを推
奨し、選択いただいた場合にマングローブ
植林のための費用を当社が寄付するなど〕
を推進しており、既に約550万人のお客様
にご賛同いただきました。
　本年度はこうした取り組みを更に進化さ
せ、お客様一人ひとりに地球環境保護への
参画をより強く実感いただけるような「お客
様参画型」の新たなプロジェクトを開始する
予定です。

社会から必要とされる企業グループを目
指して
　当社は、お客様の信頼をあらゆる事業活
動の原点におき、「安心と安全」の提供を通
じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展
に貢献していくことを経営理念に掲げ、その
実現に向けて取り組んでおります。今後もお
客様のニーズや社会構造の変化を確実に
捉え、スピード感を持って自ら変革し、ご期
待に応えていくことを徹底的に追求する所
存です。

　皆様におかれましては、今後とも一層の
ご愛顧、お引き立てを賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

平成22年7月

お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、「安心と安全」の提供を通じて、
豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢献します。

○お客様に最大のご満足を頂ける商品・サービスをお届けし、
　お客様の暮らしと事業の発展に貢献します。

○収益性・成長性・健全性において世界トップクラスの事業をグローバルに展開し、
　東京海上グループの中核企業として株主の負託に応えます。

○代理店と心のかよったパートナーとして互いに協力し、研鑽し、相互の発展を図ります。

○社員一人ひとりが創造性を発揮できる自由闊達な企業風土を築きます。

○良き企業市民として、地球環境保護、人権尊重、コンプライアンス、社会貢献等の社会的責任を果たし、
　広く地域・社会に貢献します。
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東京海上日動の現状

お客様に「品質で選ばれる保険会社」
を目指して

「お客様の声」をお聴きする仕組み

お客様の満足度やご意見・ご要望を積極的にお聴
きするために、年間約780万人のお客様に対しアン
ケート調査を実施し、約160万人の方からご回答をい
ただきました。
頂戴した回答結果を分析し、品質の向上につなげ
ています。

お客様（契約者・被保険者）からの保険金請求に
関するご不満・ご相談について、専任担当者が対応
する専用フリーダイヤルを設置しています。受付時
間は9:00～17:00（土日祝を除く）となっています。

お客様から直接ご不満やご要望等を承る窓口とし
て、「お客様相談センター」を設置し、専用フリーダ
イヤルを設けています。受付時間は平日9:0 0～
20:00、土日祝9:00～17:00（年末年始を除く）となっ
ています。

業界最大級（450ブース規模）のカスタマーセン
ター体制を整え、年間約90万件のご相談・ご照会を
受け付けています。受付時間は平日、土日祝ともに
9:00～20:00となっています。

お客様のご意見やご相談を24時間受け付ける機
能として、ホームページ上に「ご相談・お問い合わせ」
ページを設けており、2009年度については、約
4,400件のご意見、ご相談をいただきました。また、
お寄せいただいた「お客様の声」の受付件数、具体
的なお申し出の内容、「お客様の声」に基づく開発・
改善事例等を紹介しています。

当社は、お客様から「品質で選ばれる保険会社」を目指し、PDCAサイクルを回し、継続的に取り組んでまいります。
特に、「お客様の声」こそが私達の品質の原点であり、「お客様の声」を真摯に受けとめ、積極的に企業活動にいかして
いくことにより、「お客様本位」の徹底と品質の向上に努めていきます。

●ご不満・ご要望
お客様相談センター

●保険金のご請求に関するご不満・ご相談（契約者専用） 

保険金請求ご相談コーナー

カスタマーセンター

ホームページ

お客様アンケート

お　客　様

代理店

本社部門品質改善部

品質改善・
コンプライアンス委員会

営業拠点・
損害サービス拠点

・保険金請求ご相談コーナー
・お 客 様 相 談 セ ンター
・カ ス タ マ ー セ ン タ ー

リスク管理委員会

アンケート

お
客
様
の
声

課
題
分
析
と
再
発
防
止
策
の
企
画
・
立
案

お
客
様
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

取締役会

各グループ会社
お客様の声

活用・提言システム

消費者
アドバイザー

監督官庁
損保協会等

営業拠点・
損害サービス拠点・本社部門

不満 2.8％

満足
75.5％

普通
21.7％

不満 2.8％

満足
81.7％

普通
15.5％

お客様アンケート（2009年度）

当社の商品・各種サービスに
関する総合的な満足度

契約の手続きに
関する総合的な満足度

約130万人の方からご回答いただいた自動車保険アンケート結果
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「お客様の声」を経営にいかし、
品質の向上につなげる仕組み

営業・損害サービス窓口やお客様相談センター・
保険金請求ご相談コーナー・カスタマーセンター等
で受け付けた「お客様の声」の中で、特にご不満に関
するものは、社内イントラネット上に設けた一元管理
システム「お客様の声活用・提言システム」に登録
し、情報の一元化を図っています。
品質向上に向け「お客様の声」を積極的に聴き、

「お客様の声」を分析し考え、具体的な改善策を
実践し、その結果をお客様にお届けするという改善
サイクルを回し続けることで、「お客様に品質で選ばれ、
成長し続ける会社」を目指します。

月約6,000件に達する「お客様の声活用・提言シス
テム」に登録された「お客様の声」については、社員
のみならず、「消費者モニター制度」の下、複数名の
消費者アドバイザーの視点を通して確認し、商品・事
務・システム等の改善が必要と考えられるものは、社
内担当部門への改善提案および全社的改善策の立
案・推進に活用します。2009年度は、428件の改善提
案がなされ、230件については改善済（含む実施予
定）であり、118件が実施を検討中です。
また、社外有識者や消費者代表等、社外委員を過半

数とした品質改善・コンプライアンス委員会（委員長は
社外委員）を設け、社外の視点から、品質向上および
適正な業務運営に向けた取り組みの基本的な方針や
実施状況等に関する確認、提言を行っています。

収　集 分　析 改　善

お客様の声
活用・提言
システム

品質改善部
1．品質改善部社員による全件確認
2．消費者アドバイザーと品質改善
部社員がペアとなり、消費者・会
社双方の視点で読み込み

3．品質改善部社員と担当部署メン
バーによるレベルづけ　

4．レベルづけ結果に対する、消費
者アドバイザーによるアドバイス

改善
提案

関係部署
検討
結果
報告

品
質
改
善
部

経営へ報告

取締役会

経営会議
重大事案報告 報

告

改善指示

「お客様の声」のうち、約9割はお客様との接点に
おけるお客様対応に関するものであり、全国の代理
店、営業・損害サービス窓口においてきめ細かく問
題点を把握し、業務品質の向上に向けて取り組んで
います。
具体的に、保険のお引き受けに際しては、「説明不
十分」に関する声が多いことから、募集時の説明に関
する品質の向上に向け、説明内容の均質化、情報を確
実にお届けする説明力向上に取り組んでいます。
また、保険金のお支払いに際しては、「連絡不十
分」に関する声が多いことから、連絡ルールに関する
全店ルールの策定、システムを活用した期間管理の
徹底等に取り組み、お客様との接点における品質の
向上に向けて取り組んでいます。

当社の全代理店にて、「お客様の声」の記録、代理
店内および当社との定期的な情報共有、改善策を検
討・実行しており、当社と代理店が一体となって、
「お客様の声」を真摯に受けとめ、品質の向上に向け
取り組んでいます。

「お客様の声」をいかす取り組みをまとめた冊子「お
客様からの贈り物」を作成しました。
今後とも、「お客様の声」をお客様からいただいた

「贈り物」として大切にし、「お客様に品質で選ばれ、
成長し続ける会社」の実現に向けて取り組んでいき
ます。

代理店と一体となった「お客様の声」
を起点とした品質向上に向けた取り組み

「お客様の声」をいかす取り組みをお客様と
共有化

「お客様の声」を起点とした改善サイクル

「社外の視点」に基づく改善検討・推進

お客様との接点における品質の向上に向けて

お客様の声を起点とした
改善サイクル

品
質

向
上
に
向
け
た
実
践

品 質向

上
に
向
け
た
調
査

品質向上に向けた分
析

考える

届
け
る

聴
く

お
客
様
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東京海上日動の現状

東京海上日動は、お客様の信頼をあらゆる事業活
動の原点におき、「お客様の声」を真摯に受けとめ、
積極的に企業活動に活かします。

Ⅰ「お客様の声」を、感謝の気持ちをもって積極的に
受けとめます。

Ⅱ  「お客様の声」に、組織を挙げて最後まで責任を
もって対応します。

Ⅲ  「お客様の声」を、商品・サービスの改善など、
業務品質の向上に活かします。

Ⅳ  「お客様の声」をもとに、より多くの「安心と安全」
をお届けします。

Ⅰ 感謝をもって受けとめる
　時として厳しいご意見も含まれる「お客様の声」
を、私たちは真剣に、そして感謝の気持ちをもって、
正面から真摯に受けとめます。

Ⅱ 最後まで責任をもって対応する
　寄せられた「お客様の声」に対して、「お客様の
声対応ルール」に則り、公平・公正で透明性の高
い対応を心がけるとともに、最後まで責任をもっ
て、組織一体となった対応を行います。

Ⅲ 業務品質の向上に活かす
　「お客様の声」の中にある問題の本質を見極め、
是正し、商品・サービスに反映させていくことで、
お客様満足を追求していきます。

Ⅳ より多くの「安心と安全」をお届けする
　社会に対する責任を自覚するとともに、「お客様
の声」を積極的に企業活動に活かすことにより、
永続的にお客様から信頼される企業を目指します。

当社は、2007年1月より「お客様の声」対応方針を見直し、新たに「行動指針」を掲げています。「お客様の声」
への対応プロセスを着実に実行することにより、「お客様の声」を積極的に企業活動にいかし、お客様本位を徹底
します。

「お客様の声」への対応プロセスを全社で標準化するために、国際標準化機構（ISO）において発行された苦情対応
マネジメントシステム「ISO10002(品質マネジメント‒顧客満足‒組織における苦情対応のための指針)」に準拠した業
務態勢の見直しを行いました。
そして、2007年6月に規格への適合を確認し、7月に対外的に公表しました。(自己適合宣言)
現在は、この取り組みをより一層強化し、「お客様の声」に基づいた商品・サービス等の品質の向上に努めています。

※ ISO10002は2004年7月に発行された国際規格です。ISO9001のような第三者認証(審査登録制度)ではなく、規格への適合を自らの責任で行い、対外的に適
合を宣言することができます。

「お客様の声」対応方針

「ISO10002」規格への適合

基本理念

基本方針

行動指針

お客様にご満足いただくために
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当社にお寄せいただいた「お客様の声」をもとに、以下のような商品・サービス等の開発・改善を行いました。

お客様の声区分 代表的な事例 2009年
4～6月

2009年
7～9月

2009年
10～12月

2010年
1～3月

2009年度
合計

ご不満

ご要望
お褒め
合計

【商品・サービス】
証券・パンフレット関連 証券･パンフレットの内容がわかりにくい
商品･サービス関連 商品･サービスの改善要望等
小計
【お引き受け : 契約手続き】
契約の継続手続き 継続案内の送付遅延等
契約内容の説明 契約内容の説明不足等
小計
【お引き受け : 契約の管理】
証券不備 証券内容の記載誤り
証券未着 証券の送付遅延
変更手続き 変更手続きの遅延等
口座振替 口座振替ができなかった等
小計
【お引き受け:対応･マナー】
対応 ･マナー 電話対応･ 訪問マナー
【お引き受け:その他】
上記に該当しないお引き受けに関するもの
小計
【保険金お支払い:保険金お支払い】
連絡･対応 社員からの連絡遅れ、手続きについての説明不足
お支払額 保険金のお支払いについての説明不足
お支払いの可否 お支払いの可否
小計
【保険金お支払い:対応･マナー】
対応･マナー 電話対応･訪問マナー
【保険金お支払い:その他】
上記に該当しないお支払いに関するもの
小計
【個人情報に関するもの】
【その他】
ご不満合計

736
1,004
1,740

1,119
3,264
4,383

2,419
275

1,539
788

5,021

1,613

192
11,209

3,561
1,326
194

5,081

655

102
5,838
116
212

19,115
2,959
2,336
24,410

593
985

1,578

878
1,806
2,684

1,030
133
915
545

2,623

836

114
6,257

2,886
1,370
190

4,446

852

53
5,351
104
133

13,423
2,304
2,267
17,994

690
866

1,556

774
1,679
2,453

566
155
975
486

2,182

723

74
5,432

3,115
1,425
211

4,751

933

25
5,709
117
116

12,930
2,664
2,571
18,165

985
658

1,643

1,112
979

2,091

471
79
819
435

1,804

879

322
5,096

3,266
788
231

4,285

1,291

156
5,732
105
183

12,759
2,299
2,626
17,684

3,004
3,513
6,517

0
3,883
7,728
11,611

0
4,486
642

4,248
2,254
11,630

0
4,051

0
702

27,994
0

12,828
4,909
826

18,563
0

3,731
0

336
22,630
442
644

58,227
10,226
9,800
78,253

件数

保険約款の記載内容をわかりやすく改定しました。具体的には、「入院3日目に10万円、以後入院日
数が10日経過するごとに10万円ずつ加算される」旨の表現に改め、1日あたりの限度額はないこと
を明確にしました。
（2009年7月より実施)

商品の改善

トータルアシスト（自動車保険）・入院時選べるアシストの限度額の解釈をわかりやすく
してほしい。

2009年度｢お客様の声｣

「お客様の声」に基づき開発・改善した商品・サービス等の実例

事例１

お客様の声 トータルアシスト（自動車保険）に加入し、入院時選べるアシスト特約が付帯されているが、「１日あ
たり支払限度額1万円」と勘違いしてしまった。わかりやすい表現に改めるべきではないか。

改善内容
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東京海上日動の現状

2009年7月満期のご契約から、お客様に送付させていただく自動車保
険更新ガイドブックに、契約条件ごとの保険料増減理由を記載するよう
にいたしました。
（2009年7月より実施）

当社は、個人のお客様向けに、24時間いつでも
ご利用可能なご契約に関するインターネット
サービス（「契約者様専用ページ」）を提供して
おりますが、このたび、登録手続きを簡素化し、
ご利用しやすくするために、自動車保険の更新
ガイドブック、保険証券、保険契約継続証に
ID・パスワードを自動採番し、表示するように
しました。これにより、ID・パスワード取得に
関してお客様ご自身による作業が大幅に削減
され、タイムリーなご利用が可能になります。
（2010年5月より実施。対象は順次拡大予定）

契約内容説明ツールの改善

お客様サービスの改善

保険料増減理由をわかりやすく説明してほしい。

「契約者様専用ページ」の登録方法を簡単にしてほしい。

事例2

事例4

お客様の声

お客様の声

更新にあたり、自動車保険の保険料が突然上がった。増減理由について
は案内を受けていないが、理由について詳しく教えてほしい。

「契約者様専用ページ」に登録しようと何度も試みたがうまくできない。まずは、Web上で利用申
し込みを行い、はがき到着後初めて操作が可能になるとのことだが、もっとわかりやすくしてほ
しい。

改善内容

改善内容

証券・パンフレットの改善

「保険契約継続証」についてわかりやすく説明してほしい。事例3

お客様の声 自動車保険を更新したが、従来の証券に代わり「継続証」が送付
されてきた。そもそも「継続証」とは何なのか？

改善内容 保険契約継続証とは「保険契約の更新に関する特約」にしたが
い、保険契約を更新したことの証として、保険証券に代えて発行
する書面をいいます。ご提言を踏まえ、「継続証」をお届けする
際の封筒に「継続証」についてのご説明文言を表記するよう改
訂いたしました。
（2010年5月より実施）

お客様にご満足いただくために
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（社）日本損害保険協会の損害保険調停委員会
日本損害保険協会では、「そんがいほけん相談室」において、損害保険全般に関する相談や苦情を受け付けてい

ます。「そんがいほけん相談室」は、損害保険会社に苦情の解決を依頼するなど、適正な解決に努めますが、当事者間
で問題の解決がつかない場合に対応するため、中立・公正な立場から調停を行う「損害保険調停委員会」が設けられ
ています。苦情のお申し出から、原則として2ヵ月を経過しても問題が解決しない場合、苦情をお申し出になられた方の
ご希望により「損害保険調停委員会」をご利用いただけます。
詳しくは、同協会のホームページ（http://www.sonpo.or.jp/）をご参照ください。

（財）自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）のお支払いをめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通じて、被害者の
保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、（財）自賠責保険・共済紛争処理機構があり
ます。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、
自賠責保険（自賠責共済）の支払内容について審査し、公正な調停を行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠
責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）のお支払いをめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。
詳しくは、同機構のホームページ（http://www.jibai-adr.or.jp/）をご参照ください。 

（財）交通事故紛争処理センター
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび
審査を行う機関として、（財）交通事故紛争処理センターがあります。専門の弁護士が中立・公正な立場で相談・和解
のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および弁護士で構成される「審査
会」に審査を申し立てることもできます。
詳しくは、同センターのホームページ（http://www.jcstad.or.jp/）をご参照ください。

地球環境保護への貢献の観点から、Web約款〔ご契約のしおり（保険約款）を「冊子」ではなく
「ホームページ」で閲覧いただくことを推奨し、選択いただいた場合にマングローブ植林のための
費用を当社が寄付する〕を新設しました。紙資源削減による地球環境保護に加え、紛失リスクがな
い、文字を見やすく拡大できる、わかりやすい専門用語の解説機能があるといったお客様にとって
の利便性を踏まえ、すべてのお客様に対し積極的にご案内してまいります。
（自動車保険・超保険 ： 2009年7月、火災保険 ： 2010年1月より実施）

商品・サービスの改善

毎年送付されてくる保険約款の紙が無駄である。Web化を検討するべきでは。事例5

お客様の声 毎年保険証券とともに保険約款が送付されてくるが、紙の無駄ではないか。Web化等を検討する
べきではないか。

改善内容

ご契約内容確認書と申込書を一体化しました。一体化
することで、ご契約内容がお客様のご意向・ご事情に
沿ったものになっているかの確認が同時に実施でき
るので、わかりやすくスムーズなお手続きが可能となりました。
（自動車 ： 2009年7月、火災保険 ： 2010年1月より実施）

証券・パンフレットの改善

手続きに関する書類が多いので、書類を減らしわかりやす
くしてほしい。事例6

お客様の声 申込書、ご契約内容確認書等書類が多くわかりにく
い。書類を減らし、わかりやすくしてほしい。

改善内容

中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界関連の紛争解決機関
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東京海上日動の現状

創立130周年の取り組み
～東京海上日動130年目の挑戦～

毎月お客様から当社へお寄せいただくご意見はお
よそ6,000件。当社では、こういった「お客様の声」こ
そが、より質の高いサービスをお客様へ提供するた
めの貴重な資源であると考えています。ご契約から
保険金のお支払いにいたる全てのプロセスで「心地
よい」と感じていただくために、「お客様の声」を起
点とした品質向上に向けた調査・分析・実践の改善
サイクルを実施しています。
そこで当社と代理店の「お客様の声」に関する取
り組みを写真やイラストを用いてお客様向けにわか
りやすくまとめた冊子「お客様からの贈り物」を作成
しました。
「お客様の声」こそが、私たちの品質の原点・財産
です。これまでもこれからも、当社と代理店は、お客
様にご満足いただくために「お客様の声」を大切に
し、「お客様の声」から学び、「お客様に品質で選ば
れ、成長し続ける会社」を目指します。

「お客様をはじめ多くの方に当社をもっと知って
いただきたい」との思いを込めて、来社されたお客
様に当社の歴史を知っていただくために、2009年8月
1日の創立記念日にあわせて本店本館１階に歴史展
示パネルを設置し、同時に、隣接するウエイティング
スペースを改装しました。
新しいウエイティングスペースは、グレーを基調に
したトータルカラーコーディネートに配慮した改装
を実施し、その一角に当社の歴史を時系列にご覧い
ただける歴史展示パネルを設置しています。展示パ
ネルは全部で7台あり、当社の歴史を20年ごとに区
切って、それぞれの時代における重要なトピックスを
日本語と英語で紹介するとともに、創業当時の社屋
の写真や契約書等の貴重な資料を展示しています。
また環境負荷削減にも配慮して、照明器具に省エネ
ルギーのLED照明を使用しており、また、ソファー
についてもリユースを行っています。

冊子「お客様からの贈り物」を発行 歴史展示パネルを設置

当社は、2009年8月1日に、創立130周年を迎えました。
「お客様に品質で選ばれ、成長し続ける会社」となるために、代理店と一体と
なって、お客様、社会とのコミュニケーションを深めることで、①1人でも多くの
お客様に当社の品質をお届けする②社会に対する感謝の気持ちを伝えることを
実現する──を「130周年の取り組み」の基本コンセプトとしました。
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当社は、長きにわたり社会に存続できたことに対
する感謝の気持ちを込め、2004年度に創設した「幸
せを共に～Share Happiness運動」と「地域社会
貢献・地球環境保護CSR社長賞」の取り組みを推
進しています。2009年度は社員全員が地域に密着し
たボランティア活動を行うことを目標に、全国の部・
支店がそれぞれの特徴をいかした活動を企画・実施
しました。各地で清掃活動、AED（自動体外式除細
動器）講習会、ピンクリボン運動（乳がんの早期発見
の大切さをお伝えする運動）等への参加を通じて、
約8,000名の社員がボランティア活動を行いました。

「地球環境保護」「安心と安全」「青少年育成」の分野
でその課題解決に向け活動しているNGO等の団体を
支援することを目的に、当社社員有志による寄付制度
「Share Happiness倶楽部」を2009年度に創設しま
した。

2009年度の寄付団体
地球環境保護 ＮＧＯ国際マングローブ
 生態系協会（ＩＳＭＥ）
安心と安全 社会福祉法人全国盲ろう者協会
青少年育成 ＮＰＯ Ｒｏｕｎｄ Ｔａｂｌｅ Ｉｎｄｉａ

当社は、「環境先進企業との協働の森づくり事
業」において、高知県、安芸市、高知東部森林組合と
「パートナーズ協定（東京海上日動　未来への森）」を
2009年度に締結しました。本事業は、環境先進企業
と高知県内の市町村が協働して「森づくり」と「地域
交流」に取り組み、現在手入れの行き届かない状況と
なっている森林（人工林）の再生を推進しています。
2009年8月には社員・代理店が実際に現地を訪れ、
間伐体験・地域交流を行うボランティアツアーを実
施しました。

当社は、事業活動に伴う環境負荷削減を目指し、
CO2排出量削減・コピー用紙購入量削減のPDCA
サイクルを強化しました。また、社員・代理店の環境
意識の啓発を目的に、省エネ・省資源運動、環境家計
簿等、環境に配慮した取り組みを推進しました。社員
とその家族、代理店を対象に「エコ標語・エコアイ
デア」の募集も行いました。

全社員による「Share Happiness運動」
の実施

社員有志による寄付制度
「Share Happiness倶楽部」の創設

「高知県・協働の森づくり事業」における
「パートナーズ協定」を締結

第1回間伐ツアー

環境負荷削減の取り組み

エコ標語　最優秀賞
できるはず　ひとりひとりの　小さな努力で
未来の子供に　見せたい地球

次の世代へバトンをつなごう　我々みんなが
エコランナー

東京港野鳥公園竹切りボランティア（東京）
～NPO法人 東京港グリーンボランティアと協働～

旭川市街頭清掃
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東京海上日動の現状

当社は、事故時の補償だけでなく、事故や犯罪等
の防止から事故後の安心、日常生活までもトータル
にお客様の生活をお守りすることをコンセプトに
「トータルアシスト」ブランドの商品を提供しています。

自動車保険
　お客様・代理店にとって「わかりやすい」商品の実
現を目指し、個人向け自動車保険を「トータルアシス
ト自動車保険」に一本化しました。
　個人のお客様に最低限必要と考えられる「3つの
基本補償」と、お客様ニーズが高く魅力ある補償を
集約した「3つの基本特約」をセットした「“3+3（さ
んたすさん）”の自動車保険」を開発し、当社がおす
すめする自動車保険のスタンダードとしています。

■ 「おくるま搬送時選べるアシスト（特約）」の新設
　事故や故障によりお車が走行不能になりレッカー
搬送された場合等のさまざまな費用を補償する
「おくるま搬送時選べるアシスト（特約）」を新設し
ました。お客様ニーズの高いレンタカーの手配や費
用補償をはじめ、「事故が起きてから」、各種メ
ニューの中から必要な補償を選んでご利用いただけ
ます。

火災保険
　個人向け火災保険は、従来、「個人財産総合保険」
「住宅総合保険」「住宅火災保険」等多くの種類の商
品を販売していましたが、「トータルアシスト住まい
の保険」に一本化しました。
　「トータルアシスト住まいの保険」では、充実した
補償内容に加えて、カギの紛失・水漏れ発生時のサ
ポートや、火災・盗難事故の再発防止策を提供する

など、お客様を事故や日常のトラブルからお守りする
「アシスタンスサービス」を新たに提供しています。

　保険契約に関するルールを定めた「保険法」が
2010年4月に施行されました。「保険法」は、商法の
中にあった約100年前の規定を社会経済情勢の変化
にあわせて現代化し、保険契約者等を保護するため
の規定を整備した法律です。
　この「保険法」にあわせて、当社は2010年1月以
降、各種保険の保険約款を改定しました。同時に、
保険募集や保険金支払に関する社内態勢も見直し
ました。
　たとえば、保険契約申込書については、保険会社
が質問した事項について答えれば足りる質問応答義
務が定められたのにあわせて、告知義務について質
問事項の一層の明確化を図りました。
　また、調査内容ごとに保険金請求に必要な書類が
そろってから保険金を支払うまでの期間を保険約款
に定め、迅速な保険金支払いを徹底するための態勢
を整備しました。
　引き続き、保険契約者等の保護を図る保険法の趣旨
を踏まえ、社内態勢の強化を図っていきます。

2002年6月に発売した生損保一体型保険「超保険
（総合保険）」の保有契約件数が、2010年3月末で50
万件を突破しました。
「超保険」は「お客様のライフプラン、家族構成やラ
イフステージのさまざまな変化にあわせたトータル
な補償を備えることができる商品」をコンセプトに
開発され、現在に至るまでお客様の支持を拡大し
続けています。
また、2010年10月には、お客様がご家族を取り巻

くリスクの全体像をより正確に把握し、ムダ・モレ
のない合理的な保険手配を行っていただくために、
商品の簡素化やコンサルティングシステム、各種ご説
明ツールを刷新する予定です。

個人向け商品を共通ブランド
「トータルアシスト」に

「保険法」改正に伴う対応

生損保一体型保険「超保険（総合保険）」
で保有契約件数50万件を突破

トピックス
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当社は、個人事業主や地元企業と関係が深い金融機
関や代理店を通じて、運営管理業務受託を推進して
います。
2001年に確定拠出年金（401k）事業に参入し、「企
業型確定拠出年金」においては、受託企業数が
1,917社と、2010年3月末時点で国内トップの実績と
なりました。
「個人型確定拠出年金」の販売推進においては、
お客様への老後資金積立ての提案を強化するとと
もに、「企業型確定拠出年金」導入企業を60歳未満
で転・退職し、「個人型確定拠出年金制度」へ年金
資産を移換する方への提案も強化してきた結果、国内
ではじめて受託件数が5万件を突破しました。（2010
年3月末現在52,754件）
また、当社が提供する401k専用商品「利率保証型
積立傷害保険（ねんきん博士）」の採用企業数は
4,000社を超えて、国内の「企業型確定拠出年金」導入
企業の1/3の企業にご採用いただいています。
これらの取り組みの結果、確定拠出年金の資産残高
は3,000億円を突破しました。
当社は、今後もお客様本位の取り組みを進め、
将来にわたる「安心と安全」の提供に努めます。

当社は、お客様により身近で親しみやすい保険会
社と感じていただけるよう、お客様と当社の架け橋
となる新キャラクター「東京海ジョー」を開発しま
した。
「東京海ジョー」は、お客様のことを第一に考え、
お客様の「リスク」や「不安」を「幸福」や「安心」へ
と変えていくことに大きなやりがいを感じている、
熱い心を持ったカモメのキャラクターです。
今後、「東京海ジョー」が、当社のテレビＣＭや
ホームページ等さまざまなシーンに登場します。ま
た、損保・生保が一体となって必要な補償を一つに
まとめることができる「超保険」の魅力をお伝えす
るために、あんしん生命のキャラクター「あんしんセ
エメエ」と一緒に登場するプロモーションも展開し
ていく予定です。

「個人型確定拠出年金（401k）」制度で
5万件突破 新キャラクター「東京海ジョー」
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東京海上日動の現状

「次世代認定マーク（くるみんマーク）」
を取得

「ひまわり褒章2010」の受賞

トピックス

当社は、情報セキュリティ強化やシステム運用コ
スト削減等を目的に、国内最大級となるシンクライ
アントシステム*の構築を開始しました。2009年か
ら試行導入し、2010年度から全店に展開を開始しま
した。
シンクライアントシステムでは、端末内にデータや

ソフトを一切保存せず、サーバで集中管理・一括運用
することが可能になります。これにより、これまで
端末ごとに行っていた管理ルールの遂行・モニタリ
ングの大半が不要となり、高セキュリティ環境の維持・
強化に必要とされる社員の負担やコストの大幅な低減
と業務品質の向上、顧客満足の向上につながってい
ます。
さらに、従来のパソコン利用時にかかっていた運
用コストを今後、約30%削減できると見込んでい
ます。
当社は今後、在宅勤務等のワークスタイルの変革や、
パンデミック等の事業継続対策も見据え、本シンク
ライアントシステムのさらなる活用を検討していき
ます。

* 利用者一人ひとりのPC環境（クライアントOSやアプリケーション）
をサーバに集約させて稼働させる方式。

東京海上日動火災保険（中国）有限公司は2010年7
月、上海支店に次いで2拠点目となる広東支店（在広州
市）を開業しました。
同支店開業により、中国広東省に進出のお客様に
対し、よりきめ細かく迅速なサービスを提供していき
ます。

当社は、2009年10月に東京労働
局から「子育て支援に積極的に取り
組んでいる企業」との認定を受け、
新たに「次世代認定マーク（くるみ
んマーク）」を取得しました。
「次世代認定マーク（くるみんマーク）」とは、事業
主が「次世代育成支援対策推進法*」に基づいて従業
員の子育て支援のための行動計画を策定・実施し、
その結果が一定の要件を満たした場合に厚生労働大
臣の認定を受け取得できるもので、当社は第１期に続
いての取得となります。
当社では、職場環境の整った働きやすい会社を目
指し「育児フルサポート8つのパッケージ」と称した当
社の母性保護・育児支援制度を導入しており、今後も
「仕事と育児を両立する社員の支援」に積極的に取り
組んでいきます。 
*次世代育成支援対策推進法
次の世代を担う子供たちが健やかに生まれ育つ環境を作るため以下3点
を目的とし、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、
2005年以降、10年間をかけて集中的かつ計画的に取り組むことを定め
た法律。 
①少子化の急速な進行に歯止めをかけるため 
② 少子化や共働きの増加に対応した働き方の構築のため 
③ 企業の維持・発展（良い人材の登用・確保・定着や社員の労働意
欲・生産性の向上等）のため

　当社は内閣府認証NPO法人「ひまわりの会」より、
子どもたちの将来のために貢献している企業に贈られ
る「ひまわり褒章2010」の企業部門賞を受賞しまし
た。ひまわりの会は、「マタニティーステッカー」の普
及等、厚生労働省および関連諸団体と協力し、妊婦さ
んとその家族のサポートを行っているNPO法人です。
ひまわりの会での選考に加え、妊婦さんを中心に育児
をされている全国のお母さんたちの声を集めた結果、
当社の「育児フルサポート8つのパッケージ」および社員
に対する子育て支援の積極的な取
り組み等が評価され、企業部門
賞に表彰されました。今後も社員
が元気にいきいきと働ける環境
作りに積極的に取り組んでいき
ます。

パソコン運用コスト30％削減を目指して
シンクライアントシステムを導入

中国現地法人「東京海上日動火災保険（中国）
有限公司」広東支店の開業
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経営について

東京海上グループ概要

東京海上ホールディングスは、グループ全体の経営戦略・計画立案、グループ資本政策、グループ連結決算を担う
とともに、コンプライアンス・内部監査・リスク管理等の基本方針を策定し、子会社等の経営管理を行っています。
また、上場企業としてＩＲ・広報および、CSR推進機能を備えています。
これにより、企業価値の最大化に向けて、中長期的なグループ戦略の立案と収益性・成長性の高い分野への戦略

的な経営資源の配分を行い、グループ全体の事業の変革とグループ各社間のシナジー効果を追求します。

東京海上ホールディングスの業務内容

東京海上ホールディングスが直接出資する会社

東
京
海
上
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス（
上
場
持
株
会
社
）

（２０10年７月１日現在）

東京海上日動

日新火災

イーデザイン損保

東京海上日動あんしん生命

東京海上日動フィナンシャル生命

東京海上ミレア少額短期

東京海上日動あんしんコンサルティング

東京海上日動キャリアサービス

東京海上日動サミュエル

東京海上日動ファシリティーズ

東京海上日動メディカルサービス

東京海上日動リスクコンサルティング

ミレア・モンディアル

東京海上不動産投資顧問

Tokio Marine Asia Pte. Ltd.   

Tokio Marine Seguradora S.A.   

Tokio Marine Bluebell Re Limited    

東京海上ビジネスサポート
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東京海上グループの事業領域と主なグループ会社

海外ネットワーク

お客様 国内生保事業

海外保険事業
金融事業

一般事業

国内損保事業

［投資顧問・投資信託業務］
東京海上アセットマネジメント投信
［プライベートエクイティ投資業務］
東京海上キャピタル
［デリバティブ・証券業務］
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券
［不動産投資顧問業務］
東京海上不動産投資顧問
　等

Philadelphia Insurance Companies
Tokio Marine Management, Inc.
Tokio Marine Seguradora S.A.
Tokio Marine Europe Insurance Limited
Tokio Marine Asia Pte. Ltd.
東京海上日動火災保険（中国）有限公司
Tokio Millennium Re Ltd.
Tokio Marine Global Ltd.
Kiln Group
等

［リスクコンサルティング事業］
東京海上日動リスクコンサルティング
　［総合人材サービス事業］
東京海上日動キャリアサービス
　［ファシリティマネジメント事業］
東京海上日動ファシリティーズ
　［トータルヘルスケアコンサルティング事業］
東京海上日動メディカルサービス
　［シルバー事業］
東京海上日動サミュエル
東京海上日動ベターライフサービス
　［アシスタンス事業］
ミレア・モンディアル
　［保険代理業］
東京海上日動あんしんコンサルティング
　等

東京海上日動あんしん生命
東京海上日動フィナンシャル生命
等

東京海上日動
日新火災
イーデザイン損保
東京海上ミレア少額短期

海外拠点 ： 38の国・地域、432都市
●駐在員数 ： 182名
●現地スタッフ数 ： 約15,600名
●クレームエージェント数 ： 230（164の国・地域）

（2010年3月31日現在）

（2010年7月1日現在）
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経営について

経営戦略

東京海上グループは、全世界のグループ会社におけるCSR経営の実行を通じて、お客様をはじめとするさまざま
なステークホルダーへ提供する価値を向上させ、社会とともに持続的に成長・発展し、グループ企業価値を永続的に
高めていきます。

2009年度からスタートした3ヵ年のグループ中期経営計画「変革と実行 2011」では、厳しい事業環境のもとでも
持続性のある成長を実現していくために、グループ各社が提供する商品・サービス、業務プロセスがお客様から
「品質」で選ばれ、かつグローバルに競争力を発揮できる態勢の構築を目指していきます。

1. 全体像
中期経営計画「変革と実行 2011」で東京海上グループが目指す姿は、「お客様に品質で選ばれ、成長し続ける

『グローバル企業グループ』」であり、以下に掲げる2つの戦略骨子のもと、企業価値の最大化を実現していきます。

中期ビジョン（２０１１年に目指す姿）

お客様に品質で選ばれ、成長し続ける「グローバル企業グループ」
修正利益２,２００億円、修正ROE６%以上

長期ビジョン（２０１５年までに目指す姿）

世界トップクラスの保険グループ

中期経営計画の戦略骨子

（１）「品質」の向上を起点とする
     「持続可能な収益成長」

（２）グローバルベースの
　 経営・管理態勢の強化全体を支える

国内保険事業の
競争戦略

海外保険事業の
競争戦略 資産運用

各グループ横断戦略

リスクベース
経営（ERM＊） 資本戦略

＊ERM ： Enterprise Risk Management

中期経営計画「変革と実行 2011」

ここでいう「品質」とは、商品・サービスのわかりやすさや利便性、正確で迅速な業務プロセス、財務の健全性等、
東京海上グループのあらゆる事業活動に関わる「品質」を意味し、「品質」の向上が持続可能な収益成長のために
最も重要であると考えています。

東京海上ホールディングスの経営戦略
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2.  定量ビジョン（数値目標）
中期経営計画（2011年度）では、修正利益2,200億円、修正ROE6%以上を目指します。
また修正利益に占める各事業の構成比率は、中核事業である国内損害保険事業を軸に海外保険事業および国内

生命保険事業をさらに拡大させ、全体としてバランスの取れた事業ポートフォリオの構築に一層注力していきます。

※収益・ROEは、企業価値を的確に把握し、その拡大に努める観点から「修正利益ベース」で定めます。
※海外保険事業合計では、内訳には賦課されていない費用を差し引いています。

金融・一般事業
グループ合計
グループ合計ROE

国内損害保険事業
 東京海上日動
 日新火災
 その他
国内生命保険事業
 東京海上日動あんしん生命
 東京海上日動フィナンシャル生命 他
海外保険事業
　 損害保険事業
 　 元受
 　 再保険
　 生命保険事業

修
正
利
益

事業ドメイン

△２１１億円
△５２５億円
△１.７％

５１億円
１６９億円
△１０７億円
△１１億円
△５７２億円
△６０億円
△５１２億円
２０８億円
２３２億円
３３億円
１９９億円
△７億円

△94億円
1,654億円

5.8％

462億円
546億円
2億円

△86億円
520億円
322億円
198億円
765億円
697億円
371億円
325億円
78億円

430億円
450億円
20億円
△40億円
320億円
330億円
△10億円
600億円
590億円
340億円
250億円
20億円
10億円

1,360億円
4.3％

２００８年度実績 ２００9年度実績 ２０10年度計画

５０億円
２,２００億円
６.０％以上

１,１５０億円
１,１５０億円
５０億円
△５０億円
４００億円
３５０億円
５０億円
６００億円
５７０億円
４００億円
１７０億円
６０億円

２０１１年度に目指す姿
（定量ビジョン）

(1）「品質」の向上を起点とする「持続可能な収益成長」

東京海上グループが持続的に成長するためには、
グループ内の全ての会社が「品質」の向上を起点と
する右記の「拡大成長サイクル」を実現することが必
要であり、この循環を通じて全てのステークホル
ダーの価値を持続的に増加させていきます。

（2）グローバルベースの経営・管理態勢の強化

国や地域に関係なく、全てのステークホルダーに高い価値提供を行い、さらにその実現のためにグループ内の
経営資源をボーダレスに活用できる経営・管理態勢を構築・強化していきます。
中でも、今後、会計基準や保険会社の監督規制等が大きく変わろうとしていることを踏まえ、「リスクベース経営

（ERM）」に必要なインフラ構築に特に強力に取り組んでいきます。

お客様価値の増加

品質の向上

収益性・資本効率の向上

株主価値の増加

社
員
価
値
の
増
加

社
会
価
値
の
増
加

ロイヤルカスタマー
増加

新たな
商品・サービス投資

「品質」の向上を起点とする「拡大成長サイクル」

 <修正利益の定義>
（1）損害保険事業

修正利益=当期純利益+異常危険準備金等繰入額+価格変動準備金繰入額
－ALM債券・金利スワップ取引に関する売却・評価損益－保有株式・不動産等に関する売却損益・評価損－その他特殊要素
（各調整額は税引き後）

（2）生命保険事業
修正利益=エンベディッド・バリューの当期増加額－増資等の資本取引

（一部の生保については（3）の基準により算出（利益については本社費等を控除））
（3）その他の事業

財務会計上の当期純利益
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経営について

経営戦略

＜定性ビジョン ： お客様に品質で選ばれ、成長し続ける会社＞
お
客
様

お
客
様

お客様支持拡大による成長

お客様接点の強化

品質の向上
安心品質の確保

代
理
店

東
京
海
上
日
動

代理店への支援強化
〈代理店経営羅針盤〉

〈代理店システム ： TNet〉
マルチ
アクセス

損害
サービス

業務革新プロジェクト

付
加
価
値
の
提
供

利
便
性
向
上
と
情
報
の
把
握

損
害
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

代
理
店
に
よ
る

付
加
価
値
の
提
供

（
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
）

東京海上日動の経営戦略

当社は、2009年4月から3年間の中期経営計画（中期計画）「変革と実行 2011」を実施しています。
本計画は、世界的な金融・経済危機という歴史的な厳しい事業環境の中でスタートしました。当社は従来の延

長線上にない変革を実行し、マーケットが拡大しなくても「お客様に品質で選ばれ、成長し続ける会社」を代理店・社
員が一体となって創り上げていきます。
そのために、お客様との接点を全面的に見直し強化するとともに、お客様との接点の中心を担う代理店への支

援を強化していきます。
2010年4月から、中期計画「変革と実行 2011」の2年目に入りました。2011年度の計画達成に向け、今年度は

「変革」を加速し、「お客様支持拡大による成長」を「実現」していきます。

当社はお客様に提供する商品・サービスに関して、欠かすことのできない具体的な品質基準を「安心品質」として
定め、その実現に取り組んでいますが、「品質で選ばれ、成長し続ける」ためには「お客様との全ての接点が快適
であること」が重要と考えています。そして、その実現に向けては、わかりやすい商品・サービス、シンプルな
手続き、そしてスピーディーで心のこもった対応が不可欠です。
「業務革新プロジェクト」や「マルチアクセス」等、お客様との接点強化に向けた新たな基盤を最大限活用する

とともに、「代理店経営羅針盤」や「セコム社との提携」をはじめとする代理店への支援強化、損害サービスの
充実等により、ご加入前から保険金支払いに至るまでの全てのプロセスでお客様が「心地よい」と感じていただける
品質を創り上げ、それをお客様にお伝えし、お客様から支持される保険会社を目指していきます。

1. 全体像

中期計画「変革と実行 2011」
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2. 強いお客様接点
業務革新プロジェクト
前中期計画期間中から推進している本プロジェクトですが、2008年5月にサービスを開始しました。「商品ライ

ンナップの整理・統合、簡素化」「システム基盤の再構築によるシステム開発効率の改善」「 ITシステムの高度化
による業務プロセスの刷新」を実現し、品質を飛躍的に向上するとともに効率的な業務プロセスを実現していき
ます。
なお、業務プロセス革新の具体的な成果（例）は、以下のとおりです。
・ システム開発スピード 30%アップ
・ 自動車保険のキャッシュレス比率 25% → 99.5%
・ 複雑な入金管理事務の大幅簡素化
・ 代理店/当社間のコミュニケーション速度の向上

マルチアクセス
代理店の募集手段の1つとして、対面サービスに加えて、コールセンター・インターネット・コンタクト履歴

データベース等の最新技術の活用により、お客様接点の強化を図り、お客様が得られる価値を向上していくため
のインフラです。従来の対面で提供している品質の均一化・向上を図るとともに、自分の好きな時に気軽にアク
セスしたいというお客様のニーズを充足していきます。さらに、お客様から代理店やコールセンター・ホーム
ページ等の各種コンタクトポイントへアクセスいただいた情報をコンタクト履歴データベースへ蓄積し、代理店と
も共有・分析することで、お客様対応に関する品質の向上を図ります。

3. 代理店への支援強化
代理店経営羅針盤
代理店経営上の課題を定量的・客観的指標によって可視化し、業務プロセスに即した診断を実施、効率的・

効果的な戦略策定を行う経営支援モデルです。課題解決に向けた支援策を一元的に集約し、これらの仕組みを
全て代理店システム「TNet」に組み込むことにより、代理店・社員双方向の活用を可能にします。
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経営について

代表的な経営指標

年 度

正味収入保険料（対前期増減率）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

保険引受利益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

ソル ベ ンシー・ マージン 比 率

総 資 産 額

純 資 産 額

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額

破 綻 先 債 権

延 滞 債 権

3 カ 月 以 上 延 滞 債 権

貸 付 条 件 緩 和 債 権

リ ス ク 管 理 債 権 額

Ⅱ　　　　分　　　　類

Ⅲ　　　　分　　　　類

Ⅳ　　　　分　　　　類

分 類 額 計（ Ⅱ + Ⅲ + Ⅳ ）

リ
ス
ク
管
理
債
権
の
状
況

資
産
の
自
己
査
定
結
果

2009年度 代表的な経営指標

2008年度（平成20年度） 2009年度（平成21年度）

（  △5.2%）

（   87.5%）

（△62.2%）

（△42.2%）

1,813,412百万円

67.4%

34.6%

73,812百万円

69,624百万円

71,104百万円

696.8%

8,413,488百万円

1,435,527百万円

1,083,548百万円

603百万円

4,555百万円

107百万円

941百万円

6,207百万円

347,589百万円

5,953百万円

29,565百万円

383,108百万円

（  4.3%）

（   10.8%）

（ 111.7%）

（   32.8%）

1,736,082百万円

67.9%

34.0%

81,792百万円

147,401百万円

94,456百万円

852.6%

9,708,046百万円

1,916,139百万円

1,718,059百万円

2,473百万円

8,337百万円

334百万円

3,766百万円

14,911百万円

383,385百万円

7,012百万円

31,720百万円

422,118百万円

（対前期増減率）

（対前期増減率）

（対前期増減率）
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自動車損害12.2%
賠 償 責 任

火災13.3%

傷害8.4%

海上3.2%

その他14.3%

16,000

18,000

20,000

正味収入保険料（対前期増減率）

●正味収入保険料
　契約者から直接受け取った保険料（元受保険料）に、保険金支払負担平均化・
分散化を図るための他の保険会社との保険契約のやりとり（受再保険料および
出再保険料）を加減し、さらに将来契約者に予定利率を加えて返れいすべき原資
となる積立保険料を控除した保険料です。 ０

（単位 ： 億円）

●正味収入保険料の推移

67.9％
正味損害率

●正味損害率
　正味収入保険料に対する支払った保険金の割合のことであり、
保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられるものです。
具体的には、損益計算書上の「正味支払保険金」に「損害調査費」
を加えて、前述の「正味収入保険料」で除した割合をさしています。

50

80

0

61.6

67.4 67.9

（単位 ： %）

●正味損害率の推移

19,121

18,134

17,360

種目別構成比

1兆7,360億円（△4.3％）

2007年度 2008年度 2009年度

2007年度 2008年度 2009年度

自動車48.7%
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経営について

代表的な経営指標

817億円（10.8％）
保険引受利益（対前期増減率）

0

393

738
817

2007年度 2009年度2008年度

2007年度 2009年度2008年度

500

1,000

（単位 ： 億円）

●保険引受利益の推移

34.0％
正味事業費率

●正味事業費率
　正味収入保険料に対する保険会社の保険事業上の経費の
割合のことであり、正味損害率と同様に保険会社の経営分析
や保険料率の算出に用いられるものです。具体的には、損益計
算書上の「諸手数料及び集金費」に「営業費及び一般管理費」
のうち保険引受に係る金額を加えて、前述の「正味収入保険
料」で除した割合をさしています。

●保険引受利益
　正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調査
費・満期返れい金等の保険引受費用と保険引受に係る営業費
及び一般管理費を控除し、その他収支を加減したものであり、
保険本業における最終的な損益を示すものです。なお、その
他収支は自賠責保険等に係る法人税相当額等です。

0

1,229

711

944

1,500

1,000

500

30

40

0
2007年度 2008年度 2009年度

2007年度 2008年度 2009年度

31.5

（単位 ： %）

●正味事業費率の推移

944億円（32.8％）
当期純利益（対前期増減率）

（単位 ： 億円）

●当期純利益の推移

●当期純利益 
　経常利益に固定資産処分損益や価格変動準備金繰入額等
の特別損益・法人税及び住民税・法人税等調整額を加減したも
のであり、事業年度に発生した全ての取引によって生じた損益
を示すものです。

0

1,500

2,000
1,839

696

1,474

1,000

500

1,474億円（111.7％）
経常利益（対前期増減率）

●経常利益 
　正味収入保険料・利息及び配当金収入・有価証券売却益等の
経常収益から、保険金・満期返れい金・有価証券売却損・有価証券
評価損・営業費及び一般管理費等の経常費用を控除したもので
あり、経常的に発生する取り引きから生じた損益を示すものです。

（単位 ： 億円）

●経常利益の推移

34.6 34.0
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852.6％
ソルベンシー・マージン比率

●ソルベンシー・マージン比率
　巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測
を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余カ
の割合を示す指標です。ソルベンシー・マージン比率は、行政当局
が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用
する指標の1つであり、その数値が200％以上であれば「保険金等
の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

0
2007年度 2008年度 2009年度

108,895

84,134

97,080

110,000

100,000

80,000

90,000

500

1,250

0
2007年度

750

1,000

2008年度 2009年度

（単位 ： %）

●ソルベンシー・マージン比率の推移

9兆7,080億円
総資産

●総資産
　損害保険会社が保有する資産の総額であり、具体的には貸
借対照表上の「資産の部合計」です。損害保険会社の保有す
る資産規模を示すものです。

（単位 ： 億円）

●総資産の推移

取得格付（2010年7月16日現在）

●スタンダード アンド プアーズ（S&P）

●ムーディーズ

●フィッチ・レーティングス

●A.M.Best

●格付投資情報センター（R&I）

●日本格付研究所（JCR）

AA／ネガティブ ＊1

Aa2／安定的 ＊2

AA+／安定的 ＊4

AAA／安定的 ＊5

＊1 保険財務力格付
＊2 保険財務格付
＊3 財務格付

＊4 発行体格付
＊5 長期優先債務格付
＊6 保険会社財務格付

957.8

696.8

852.6

AA－／安定的 ＊6

A++／安定的 ＊3
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（単位 ： 億円）

正 味 収 入 保 険 料
収 入 積 立 保 険 料
積立保険料等運用益
支 払 備 金 戻 入 額
責 任 準 備 金 戻 入 額
そ の 他

利息及び配当金収入
有 価 証 券 売 却 益
積立保険料等運用益振替
そ の 他

そ の 他 経 常 収 益

正 味 支 払 保 険 金
損 害 調 査 費
諸手数料及び集金費
満 期 返 れ い 金
契 約 者 配 当 金
そ の 他

有 価 証 券 売 却 損
有 価 証 券 評 価 損
そ の 他

（　　　　 ）
営業費及び一般管理費
うち保険引受に係る
営業費及び一般管理費
そ の 他 経 常 費 用

そ の 他 収 支

保 険 引 受 利 益

当 期 純 利 益

特 別 損 益

経 常 利 益

経 常 費 用

経 常 収 益

保険引受収益　21,137 資産運用収益　1,362

保険引受費用　17,462 資産運用費用　358

保険引受に係る
営業費及び一般管理費

法 人 税 等 合 計

決算の仕組み（2009年度）

3,161
2,860

120

817

22,576

21,102

1,474

17,360
1,304
637
227

1,606
1

944

2,860
389

△140

3

10,964
820

3,044
2,595

5
31

43
248
66

1,084
722
△637
193

76

代表的な経営指標の用語説明

● 純資産額
　損害保険会社が保有する資産の合計である「総資産額」から、責任準備金等の「負債額」を控除したものが「純資産額」であり、
具体的には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。損害保険会社の担保力を示すものです。

● その他有価証券評価差額
　「金融商品に係る会計基準（いわゆる時価会計）」により、保有有価証券等については、売買目的、満期保有目的等の保有目的で区
分し、時価評価等を行っています。その他有価証券は、売買目的、満期保有目的等に該当しないものであり、保有有価証券等の大宗を
占めています。この、その他有価証券の時価評価後の金額と時価評価前の金額との差額（いわゆる評価損益）が、その他有価証券評
価差額です。財務諸表においては、税金相当額を控除した純額を、貸借対照表上の純資産の部に「その他有価証券評価差額金」とし
て計上しています。

● リスク管理債権
　貸付金のうち、保険業法施行規則第59条の2第1項第5号ロに基づき開示している不良債権額です。貸付金の価値の毀損の危険性、
回収の危険性等に応じて、「破綻先債権」「延滞債権」「3カ月以上延滞債権」「貸付条件緩和債権」の4つに区分されています。

● 自己査定
　損害保険会社としての資産の健全化をはかるために、不良債権等については適切な償却・引当等の処理が必要です。自己査定は、
適切な償却・引当を行うために、損害保険会社自らが、保有資産について価値の毀損の危険性等に応じて、保有資産を分類区分する
ことです。具体的には、債務者の状況および債権の回収可能性を評価して、資産を回収リスクの低い方から順に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの
4段階に分類します。このうち、Ⅰ分類は、回収の危険性または価値の毀損の可能性について問題の無い資産です。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分類は、
何らかの回収の危険性または価値の毀損の可能性がある資産であり、これらの合計額が「分類額計（Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）」です。

代表的な経営指標
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2009年度の事業概況

当年度のわが国経済は、前年度後半以降の世界
的な経済情勢悪化の影響を残したままスタートし
ました。その後、新興国経済の拡大に伴う輸出の
増加や政府の経済対策による個人消費の持ち直し
傾向がみられたものの、景気は自律的な回復に至
らず、失業率が高水準にあるなど厳しい状況が続
きました。
損害保険業界においては、自動車保有台数の低

迷、物流取引量の減少、自賠責保険の料率引下げ
等の影響により保険料が減収となりました。
こうした状況の中、当社は、「お客様の信頼を

あらゆる事業活動の原点におく」という経営理念
に基づき、「お客様に品質で選ばれ、成長し続け
る会社」を目指しており、その実現に向けた取り組
みを徹底しています。
当社は、当年度からスタートした中期経営計画

「変革と実行 2011」に沿って事業を展開していま
すが、当年度の取り組みの経過およびその成果
は、以下のとおりです。

当社は、すべての業務プロセスをお客様にとっ
て快適で信頼のおけるものとすることにより、お
客様支持の拡大を目指しています。そのために、
当社は、お客様に提供する商品・サービスに関し
て欠かすことのできない具体的な品質基準を「安
心品質」として定め、その定着に向けて代理店と一
体となった取り組みを実施しています。また、
2009年7月、業務品質改善委員会とコンプライ
アンス委員会を「品質改善・コンプライアンス委
員会」に統合し、同委員会が業務品質の向上に向
けた提言を行っています。
当社は、商品・事務・システムを抜本的に再構

築する業務革新プロジェクトに取り組んでいま
す。前年度の自動車保険に続き、2010年1月、火
災保険の大幅な簡素化および新システム基盤への
移行を実施しました。このプロジェクトを通じて
一層の業務効率化を図るとともに、競争優位性の
ある商品・サービスを提供することにより持続的
な成長の実現を目指しています。また、代理店が
お客様に提供するサービスの品質を一層向上させ
るため、新代理店システム「TNet」の活用を推進

するとともに、代理店の経営課題を分析する「代
理店経営羅針盤」を活用して、代理店支援の強化
にも取り組んでいます。さらに、保険募集におい
てコールセンターやインターネットを活用する
「マルチアクセス」のインフラを整備し、お客様と
の接点の強化にも取り組んでいます。
当社は、2010年3月、株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモとの間で、携帯電話を活用した新た
なコンセプトの保険商品の開発・提供をはじめと
する包括的業務提携に合意しました。今後、両社
のノウハウ等を融合することにより携帯電話と保
険に関するサービスを連携させ、付加価値の高い
サービスを共同で開発・提供していきます。

当社は、2007年度に買収した英国のKiln 
Group Limited（以下「キルン社」）および前年度
に買収した米国のPhiladelphia Consolidated 
Holding Corp.（以下「フィラデルフィア社」）につ
いて、東京海上グループへの円滑な統合および両
社の事業計画の達成に取り組んでいます。
キルン社は、再保険、海上保険等の収益性が高

い契約引受の増加等により、正味収入保険料が
4.3億英ポンド（641億円）と前年度に比べ35.5%
増加するなど、順調に業容を拡大しています。ま
た、前年度に東京海上グループが設立したロイ
ズ・シンジケートを運営することにより、グルー
プの収益拡大に貢献しています。
フィラデルフィア社は、米国の損害保険市場が

低迷する中、特定の業種や顧客セグメントに
フォーカスした戦略や強固なマーケティング力等
により、正味収入保険料が18.7億米ドル（1,728
億円）と前年度に比べ10.7%増加するなど、高い
成長性を維持しています。
再保険事業に関しては、高い信用力を活用した

新規契約の獲得や前年度の米国ハリケーンの
影響による保険料の上昇等により、Tokio 
Millennium Re Ltd.の正味収入保険料が3.6億米
ドル（332億円）と前年度に比べて13.3%増加する
など、順調に成果を挙げました。
当社は、2009年11月、インドの有力金融サー

ビス会社であるEdelweiss Capital Limitedと
の間で、合弁生命保険会社を設立する方針を決定
しました。これにより、東京海上グループは、成

お客様支持の拡大による成長

海外保険事業

事業の経過および成果等
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2009年度の事業概況

長性の高いインド保険市場において、損害保険事
業および生命保険事業の双方を展開する日本で
唯一の保険グループとなります。

金融事業に関しては、公的年金・企業年金の運
用受託や投資信託の設定・運用等、安定的な収益
基盤であるアセットマネジメント事業を中心に展
開しています。
確定拠出型年金事業に関しては、当年度も、企

業型確定拠出年金の運営管理受託を積極的に推進
した結果、受託企業数が1,900社を超えました。
また、個人型確定拠出年金の普及にも努めた結
果、受託件数が53,000件を超えました。企業型、
個人型ともに運営管理機関としてトップクラスの
実績となっています。

当社は、地球環境保護の観点から紙の使用量を
節減するため、2009年5月、お客様にWeb約款
〔ご契約のしおり（保険約款）を「冊子」ではなく
「ホームページ」で閲覧いただくことを推奨し、選択
いただいた場合にマングローブ植林のための費用
を当社が寄付する〕の推進等、「Green Gift」プロ
ジェクトを展開しています。

以上のような施策を実施した結果、当年度の業
績は次のとおりとなりました。
保険引受収益2兆1,137億円、資産運用収益

1,362億円等を合計した経常収益は、前年度に比
べ1,094億円減少し、2兆2,576億円となりました。
一方、保険引受費用1兆7,462億円、資産運用費
用358億円、営業費及び一般管理費3,161億円等
を合計した経常費用は、前年度に比べ1,871億円
減少し、2兆1,102億円となりました。
この結果、経常利益は1,474億円と、前年度に

比べ777億円、111.7%の増加となりました。
経常利益に特別利益、特別損失、法人税等合計

を加減した当期純利益は、前年度に比べ233億51
百万円、32.8%増加し944億56百万円となって
います。

保険引受の概況は次のとおりです。
正味収入保険料は1兆7,360億円と、景気低迷

や自賠責保険の料率引下げの影響等により、前年
度に比べ4.3%の減収となりました。一方、正味
損害率は、正味支払保険金は前年度に比べ減少し
たものの、正味収入保険料が減収したことによ
り、前年度に比べ0.4ポイント上昇し、67.9%と
なりました。また、正味事業費率は、業務革新プ
ロジェクトに関する費用の減少等により、前年度
に比べ0.6ポイント低下し、34.0%となりました。
保険引受利益は、事業費が減少したこと等から、
前年度に比べ79億円増加し、817億円となりま
した。
主な保険種目の状況は次のとおりです。
• 火災保険
住宅着工件数の減少等により、正味収入保険

料は2,302億円と、前年度に比べ6.6%の減収と
なりました。また、正味損害率は、前年度に比
べ3.6ポイント低下し、42.4%となりました。
• 海上保険
物流取引量の減少に加え、為替が前年度に比

べ円高となった影響等により、正味収入保険料
は554億円と、前年度に比べ22.1%の減収とな
りました。また、正味損害率は、前年度に比べ
0.5ポイント上昇し、66.1%となりました。
• 傷害保険
正味収入保険料は1,450億円と、前年度に比

べ2.0%の減収となりました。また、正味損害率
は、前年度に比べ1.2ポイント低下し、58.6%と
なりました。
• 自動車保険
正味収入保険料は8,456億円と、前年度に比

べ1.3%の減収となりました。また、正味損害率
は、前年度に比べ1.4ポイント上昇し、69.8%と
なりました。
• 自動車損害賠償責任保険
料率引下げの影響を主因として、正味収入保

険料は2,123億円と、前年度に比べ12.0%の減
収となりました。また、正味損害率は、減収し
たことを主因として、前年度に比べ11.1ポイン
ト上昇し、110.5%となりました。
• その他の保険
その他の保険は、賠償責任保険、動産総合保

険、航空保険等が主なものです。その他の保険
全体の正味収入保険料は2,474億円と、前年度

金融事業

CSR

当年度業績
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に比べ0.9%の減収となりました。また、正味
損害率は、大口事故の保険金支払が減少したこ
と等により、前年度に比べ5.3ポイント低下し、
54.4%となりました。
資産運用の概況は次のとおりです。
当年度末の総資産は9兆7,080億円、運用資産

は9兆64億円と、前年度末に比べ、それぞれ
15.4%、20.1%の増加となりました。当年度末
の運用資産の主な項目としては、有価証券が6
兆7,844億円、買入金銭債権が1兆1,381億円と
なっています。
資産運用に関しては、健全な財務基盤を維持

するためリスク管理の徹底を図るとともに、満
期返れい金の支払に備えるため資産・負債総合
管理（ALM）に努めています。また、資産の安全
性・流動性を確保するため資産ポートフォリオ
における債券の保有を増加させる方針で取り組
みました。

2010年度のわが国経済は、緩やかなデフレ環
境の中で内需の低迷が続いており、財政再建、
経済成長という大きな課題を抱え、本格的な景
気回復はまだ遠い状況です。保険業界におきま
しても、経済の一層の成熟化や少子高齢化等の
影響により市場の拡大が見込みにくい状況にあ
ります。特に国内損害保険業界においては、大
手社の経営統合により今後の競争環境がさらに
厳しくなると予想されます。
こうした状況の中、当社は以下の課題に取り組

んでいきます。
当社は、中期経営計画「変革と実行 2011」の実

現を目指して積極的に事業を進めていきます。具
体的には、競争優位性のある商品・サービスの提
供、販売基盤の拡大、新たなマーケットの開拓等
により持続的な収益成長を目指していきます。ま
た、業務革新プロジェクトの推進等により社員お
よび代理店のロードが削減されることから、成長
に向けた行動量を増大させることにより、お客様
接点の強化を実現していきます。さらには、グロー
バルベースでの経営・管理態勢を強化するため
に、リスクベース経営（ERM）の実現に向けた態勢
整備を引き続き行っていきます。
当社は、収益性、成長性および健全性を兼ね備

えた企業としてさらに発展していくために、全社
を挙げて業務に邁進していきます。

（注）1. 金額等は記載単位未満を切り捨てて表示、増減率等の比率は
小数第2位を四捨五入し小数第1位まで表示しています。

  2. キルン社、フィラデルフィア社およびTokio Millennium 
Re Ltd.の正味収入保険料として記載の円貨額は、2009
年12月末の為替相場による換算額です。

対処すべき課題
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経営について

当社は、会社法および会社法施行規則ならびに東京海上ホールディングス株式会社（以下「東京海上HD」）との間
で締結された経営管理契約および東京海上HDが定めた各種グループ基本方針等に基づき、取締役会において「内部
統制基本方針」を以下のとおり決定し、本方針に従って内部統制システムを構築・運用しています。

1. 東京海上グループにおける業務の適正を確保するための体制
（1） 当社は、東京海上グループ経営理念、東京海上HDとの間で締結された経営管理契約、「東京海上グループ グループ

会社の経営管理に関する基本方針」をはじめとする各種グループ基本方針等に基づき、業務運営を行う。
a. 当社は、事業戦略、事業計画等の重要事項の策定に際して東京海上HDの事前承認を得るとともに、各種グループ
基本方針等に基づく取り組み、事業計画の実施状況等を取締役会および東京海上HDに報告する。

b. 当社は、各種グループ基本方針等に基づき、子会社の経営管理を行う。
（2） 当社は、「東京海上グループ 財務報告に係る内部統制に関する基本方針」に基づき、財務報告の適正性と信頼性を確保する

ために必要な体制を整備する。
（3） 当社は、「東京海上グループ グループ内取引等の管理に関する基本方針」に基づき、グループ内取引等の管理体制

を整備する。

2. 職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1） 当社は、「東京海上グループ コンプライアンスに関する基本方針」に基づき、以下のとおり、コンプライアンス体制を

整備する。
a. 役職員が「東京海上グループ コンプライアンス行動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面においてコンプライア
ンスを最優先するよう周知徹底を図る。

b. コンプライアンスを統轄する部署を設置するとともに、年度アクションプランを策定して、コンプライアンスに関す
る取り組みを行う。また、コンプライアンスに関する事項について取締役会に提言・勧告等を行う機関として、社外
委員を過半数とする品質改善・コンプライアンス委員会を設置する。

c. コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研修を実施
して、コンプライアンスの周知徹底を図る。

d. 法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、社内外に
ホットライン（内部通報制度）を設け、その利用につき役職員に周知する。

（2） 当社は、「東京海上グループ 顧客保護等に関する基本方針」に基づき、お客様本位を徹底し、顧客保護等を図るため
の体制を整備する。

（3）当社は、「東京海上グループ 情報セキュリティ管理に関する基本方針」に基づき、情報セキュリティ管理体制を整備する。
（4） 当社は、「東京海上グループ 反社会的勢力等への対応に関する基本方針」に基づき、反社会的勢力等への対応体制

を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携
して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

（5） 当社は、「東京海上グループ 内部監査に関する基本方針」に基づき、被監査部門から独立した内部監査担当部署を
設置するとともに、内部監査に関する規程を制定し、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。

3. リスク管理に関する体制
（1）当社は、「東京海上グループ リスク管理に関する基本方針」に基づき、以下のとおり、リスク管理体制を整備する。

a.リスク管理基本方針を定め、当社の事業遂行に関わる様々なリスクについてリスク管理を行う。
b. リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リスク管理基本方針において管理対象としたリスク毎に管理部署
を定める。

c.リスク管理についての年度アクションプランを策定する。
d. 取締役会直属の委員会としてリスク管理委員会を設置し、同委員会での論議を通じて全体的・総合的なリスク管理
を推進する。

（2） 当社は、「東京海上グループ 統合リスク管理に関する基本方針」に基づき、統合リスク管理方針を定め、格付けの維持お
よび倒産の防止を目的とした定量的リスク管理を実施する。また、グループ全体の統合リスク管理の一環として、保有リ
スク量とリターンの状況を定期的にモニタリングする。

内部統制基本方針
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（3） 当社は、「東京海上グループ 危機管理に関する基本方針」に基づき、危機管理方針を定め、危機管理体制を
整備する。

4. 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1） 当社は、経営管理契約に基づき、グループの経営戦略および経営計画に則って、事業計画（数値目標等を含む。）を策

定し、当該計画の実施状況をモニタリングする。
（2） 当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定める

とともに、事業目的を達成するために適切な組織機構を構築する。
（3） 当社は、経営会議規則を定め、取締役、業務執行役員等で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について

協議・報告を行う。
（4） 当社は、「東京海上グループ 人事に関する基本方針」に基づき、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公正な人事

および成果実力主義の徹底により、生産性および企業価値の向上の実現を図る。

5. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を
含む重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、保存および管理を行う。

6. 監査役の職務を補助すべき職員および当該職員の取締役からの独立性に関する事項
（1） 当社は、監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の事務局を設置する。事務局には、監査役の求めに応じて、

監査業務を補助するために必要な知識・能力を具備した専属の職員を配置する。
（2） 監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な

情報の収集権限を有する。
（3）当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

7. 監査役への報告に関する体制
（1） 役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報告を行うとと

もに、業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が
あることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。

（2） 役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況および重要な報告・相談事項について定期的に監査役に報告を
行う。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1） 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができ

るものとする。
（2） 監査役は、重要な会議の議事録、取締役および執行役員が決裁を行った重要な稟議書類等については、いつでも閲覧

することができるものとする。
（3）役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。
（4）内部監査担当部署は、監査に協力することなどにより、監査役との連携を強化する。

以上

2006年  5月12日制定
2010年  4月28日改定
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経営について

コーポレート・ガバナンスの状況

コーポレート・ガバナンス態勢

当社は、お客様、株主、代理店、社員、地域・社会という各ステークホルダーに対する責任を果たすためコーポ
レート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置づけ、持株会社である東京海上ホールディングスが策定した
「コーポレート・ガバナンス方針」およびグループの「内部統制基本方針」に基づいた健全で透明性の高いコーポ
レート・ガバナンスを構築しています。

1. 取締役会・監査役会
当社の取締役会は、現在、社外取締役1名を含む

16名の取締役（任期1年）で構成されています。監査
役会は、社外監査役3名を含む6名の監査役で構成
されています。社外取締役および社外監査役と当社
との間には、特別な利害関係はありません。

2. 指名委員会・報酬委員会
当社の親会社である東京海上ホールディングス

は、「コーポレート・ガバナンス方針」に基づき、指名
委員会および報酬委員会を設置しています。両
委員会は、それぞれ3名の社外委員を含む4名の委員
で構成し、委員長は社外委員から選出しています。
両委員会は、当社役員（取締役・監査役・執行役員）
の選任、解任および選任要件ならびに当社役員の報酬
体系および業績評価等（ただし業績評価については
監査役を除く）についても審議を行い、東京海上
ホールディングス取締役会に答申します。

3.  コンプライアンス態勢・品質の向上に向け
た態勢
当社では、過半数の社外委員（うち1名は委員長で

あり社外取締役を兼務する）を含む品質改善・コン
プライアンス委員会を設置し、社外の視点からコン
プライアンス態勢全般の整備状況の評価、業務運営
全般の適切性の点検、監視、提言を行う態勢として
います。コンプライアンスに関する重要事項は、経営
会議および取締役会において審議・決定し、コンプ
ライアンスの一層の徹底を図っています。また、違反
行為に関する各種通報制度（ホットライン）を設け、
これを運用しています。

4. リスク管理態勢
当社は、保有するリスクに対して定量・定性の両

面から、総合的な管理を行っています。また、リス
ク管理基本方針や統合リスク管理方針の制定等、
リスク管理に係る重要事項について、経営会議および
取締役会において審議・決定し、リスク管理の
強化を図っています。

5. 社外・社内の監査態勢
■ 社外の監査・検査
当社は社外の監査・検査として「会社法および金

融商品取引法に基づく監査法人による外部監査」
ならびに「保険業法に基づく金融庁による検査」を
受けています。
■ 社内の内部監査態勢
当社では、内部監査を「経営目標の効果的な達成

を図るために、全ての業務を対象とした内部管理
態勢（法令等遵守態勢・リスク管理態勢を含む）等の
適切性、有効性を検証するプロセスであり、内部事務
処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部
管理態勢等の評価および問題点の改善方法の提言等
を目的とする」と定義して、営業部門・損害サービス
部門をはじめ本店サービス部門等全ての部門を対象
に内部監査を実施しています。また、内部監査結果に
ついては、定期的に取締役会等に報告しています。




